
1 

「電力託送料金に関する調査会の設置について」の改正案 新旧対照表 

改正案 現行 

平成 28年５月 20日 

最終改正 令和２年 月 日 

電力託送料金に関する調査会の設置について 

消費者委員会 

公共料金等専門調査会座長 決定 

 消費者委員会公共料金等専門調査会設置・運営規程第３

条に掲げる事項について、専門調査会の調査審議を行うた

め、同規程第４条第１項に基づき、下記のとおり、調査会を

設置する。 

記 

１．設置する調査会の名称 

電力託送料金に関する調査会 

２．設置の理由 

平成 28年５月 20日 

（新設） 

電力託送料金に関する調査会の設置について 

消費者委員会 

公共料金等専門調査会座長  古城 誠 

消費者委員会公共料金等専門調査会設置・運営規程第３

条に掲げる事項について、専門調査会の調査審議を行うた

め、同規程第４条第１項に基づき、下記のとおり、調査会を

設置する。 

記 

１．設置する調査会の名称 

電力託送料金に関する調査会 

２．設置の理由 

（資料２）
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公共料金等専門調査会が消費者委員会公共料金等専門

調査会設置・運営規程第３条に掲げる事項について調査

審議する場合において、電力託送料金に関して消費者の

視点から 調査審議・検討を行うため。 

 

３．調査会の所掌 

電力託送料金に関して、消費者利益の擁護・増進の観点

から 、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図る

ための電気事業法等の一部を改正する法律（令和２年法

律第 49 号）」に基づく託送料金制度及び配電事業制度等

の詳細設計の在り方等についての調査審議・検討、並び

に、令和２年７月の一般送配電事業者からの託送供給等

約款変更認可申請に係る託送供給等約款及び託送供給等

約款変更届出に係る託送供給等約款でそれぞれ設定する

料金の算定についての調査審議・検討を行う。 

 

 

４．その他 

電力託送料金に関する調査会の調査審議の結果又は検

討の結果については、公共料金等専門調査会座長の同意

を得て、公共料金等専門調査会の調査審議又は検討を経

ずに消費者委員会に報告することができる。 

上記により、電力託送料金に関する調査会の調査審議

公共料金等専門調査会が消費者委員会公共料金等専門

調査会設置・運営規程第３条に掲げる事項について調査

審議する場合において、電力託送料金に対して消費者の

視点から検討を行うため。 

 

３．調査会の所掌 

電力託送料金 の査定 に関して、消費者利益の擁護・増

進の観点から の資材・役務調達コスト等に係る更なる効

率化の手法、コスト削減のための妥当な託送料金算定手

法の在り方等の諸論点における問題の所在及び問題点の

改善方法について、検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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の結果又は検討の結果を公共料金等専門調査会の調査審

議又は検討を経ずに消費者委員会に報告したときは、電

力託送料金に関する調査会座長は、速やかにその調査審

議の結果又は検討の結果を公共料金等専門調査会に報告

しなければならない。 

 

附 則 

この規程は、令和２年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 


